
 
 

 

 

安全・安心ふくいプログラム２０１９－２０２０の取組結果 
 

 県、県公安委員会および県警察は、令和元年６月、県民が安全で安心して暮ら

せる福井の実現に向けて、「安全・安心ふくいプログラム２０１９－２０２０」

を策定しました。 

 令和３年３月末までの概ね２年間において 

 ○ 子ども、女性、高齢者を犯罪から守る 

  ○ 刑法犯の検挙率向上、重要犯罪の検挙率100パーセントを目指す 

  ○ 交通事故死者数35人以下を目指す 

などの基本目標を達成するため、県警察は犯罪の予防・検挙および交通の指導・取

締りを重点とし、県は犯罪の被害防止や交通事故防止のための広報・啓発に取り

組みました。また、県公安委員会は、県民の良識を代表し、県警察の取組に県民の

皆様の考えを反映させてきました。 

主な成果 

 ○ 刑法犯認知件数は平成1５年以降連続して減少し、戦後最少を更新 

 ○ 令和２年の刑法犯検挙率は23年ぶりに70パーセントを超え、着実に向上 

 ○ 重要犯罪の検挙率は全国平均を上回り、高水準を維持 

 ○ 児童虐待事案の検挙件数は増加傾向 

 ○ ストーカー・DV事案の検挙件数は増加傾向 

主な課題 

 ○ 子どもに対する声かけ事案等の相談等件数は200件超えの高水準で推移 

 ○ 女性が被害者となる犯罪の認知件数は増加傾向 

 ○ 特殊詐欺被害の認知件数は減少傾向にあるが、高齢者被害の割合は増加傾向 

 ○ 令和２年の交通事故死者数は41人（前年比＋10人）で、高齢者の割合は 

５割超えの高水準で推移 

今後の対応 

 県、県公安委員会および県警察では、これまでの取組結果や現下の治安情勢を踏

まえ、引き続き、県民の皆様を関係機関・団体等と協力し、「県民が安全で安心して

暮らせる福井の実現」に向けて取り組んでまいります。 
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福井県の治安情勢 

【刑法犯認知・検挙状況】 

 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ 

認知件数(件) ３，６４５ ３，２３１ ３，１９７ ３，１３２ ２，７６４ 

検挙件数(件) １，９０５ １，７６４ １，７８６ ２，０２３ １，９６０ 

検挙率(％) ５２．３ ５４．６ ５５．９ ６４．６ ７０．９ 

※ 検挙率：当該年の認知件数に対する検挙件数(当該年の前年以前の認知事件の検挙を含む。)割合 

【重要犯罪の認知、検挙状況】 

 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ 

認知件数(件) ４２ ３２ ３９ ２６ ３６ 

検挙件数(件) ４４ ３２ ３９ ２５ ３６ 

検挙率(％) １０４．８ １００．０ １００．０ ９６．２ １００．０ 

【子どもに対する声かけ事案等の相談等状況、女性対象犯罪の認知状況】 

 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ 

声かけ事案等(件) ２４２ ２２３ ２３５ ２４８ ２１９ 

女性対象犯罪(件) １５４ １６２ １６０ ２３８ ２４１ 

※ 女性対象犯罪：女性が被害者となった強制性交等、強制わいせつ、略取誘拐・人身売買、暴行、傷害 

【児童虐待事案の認知、検挙状況】 

 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ 

認知対応件数(件) １１４ １６１ １９３ ３７２ ５５５ 

児童通告人員(人) １５１ １９１ ２３８ ４１８ ６７８ 

検挙件数(件) ６ ５ １６ ４７ ５９ 

【ストーカー、ＤＶ事案の相談等状況】 

 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ 

ストーカー事案認知件数(件) １２２ ７４ ７４ １２１ １５７ 

ストーカー事案検挙件数（件） ２４ ２９ ８ ２３ ４１ 

ＤＶ事案認知件数(件) １９５ １７４ １８７ ２３７ ２６９ 

ＤＶ事案検挙件数(件) ６３ ８８ ９９ １４４ １４２ 

【特殊詐欺(H30～キャッシュカード詐欺盗を含む。)の認知状況】 

 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ 

認知件数(件) ５３ ７６ ３２ ２６ １９ 

うち高齢者認知件数（件） ４４ ４４ １６ １９ １４ 

被害総額(万円) ２５，７７５ ２３，９２４ １１，７２９ １１，４６８ ５，５７６ 

【交通死亡事故の発生状況】

 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ 

全死者数(人) ５１ ４６ ４１ ３１ ４１ 

高齢死者数(人) ３７ ２５ ２８ １８ ３１ 
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取組項目 

第１ 子ども、女性、高齢者を犯罪から守ります 

  １ 子どもを犯罪から守る対策の推進

 

通学路の警戒 

 

児童相談所との合同訓練 

[ 警 察 ] 

(1) 声かけ、つきまとい等の前兆事案に対する先制・予防的警察活動

を確実に実施します。 

   令和２年の先制・予防的警察活動の推進結果は、検挙27件(前

年比－13件)、指導・警告69件(前年比－３件)でした。 

  【子どもへの声かけ事案等の相談等状況と対応】      （単位：件） 

 Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ 

相談等 ２３５ ２４８ ２１９ 

検挙 ２４ ４０ ２７ 

指導・警告 ６８ ７２ ６９ 

(2) 登下校時間帯における通学路の重点的な警戒・パトロール、不審

者情報等の共有・提供、学校等における防犯教室や不審者対応訓

練への協力など、子どもの安全対策を推進します。 

   通学路における防犯ボランティアとの合同パトロールや、リュウピー

ネットを活用した情報発信、学校における不審者対応訓練、リュウピー

防犯教室における幼児への「いかのおすし」の啓発を実施しました。 

また、他県での児童等殺傷事件を受け、集団登校の集合場所や

スクールバスの停留所など、児童が集まる場所の警戒・パトロールを

強化しました。 

  ・ リュウピーネットによる子どもを犯罪から守る情報の発信 64件（R2） 

  ・ 不審者対応訓練        106回               （R2） 

  ・ リュウピー防犯教室の開催   20回               （R2）     

(3) 児童虐待事案に対しては、児童の安全確保を最優先とし、児童相

談所との２４時間ホットライン体制による情報共有など、関係機関と

連携した対応を徹底します。 

   警察本部少年女性安全課に「児童虐待対策係」を新設したほか、

児童相談所に現職警察官２人を出向させて児童の安全確保に向け

た円滑な連携を図るなど、児童虐待事案への対処能力向上および

児童相談所との連携強化を図りました。 

(4) 少年がインターネット利用に起因する犯罪等の被害に遭わないた

めの取組を推進します。 

   非行防止教室において、インターネットの危険性や安全な使い方

に関する啓発を行うとともに、県警察の公式アカウントを活用し、児童

の性被害に繋がるおそれのあるＳＮＳ上の不適切な書き込みへの

注意喚起を行いました。 

 

 

リュウピー防犯教室 

 

ＳＮＳによる注意喚起 
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夕方見守りフラッグ 

(5) 児童買春・児童ポルノ事犯等の福祉犯を取り締まります。 

   ＳＮＳで知り合った児童に現金を渡してみだらな行為をした児童買春

事件や、児童に裸の姿態を撮らせ、その動画をＳＮＳで送信させた

児童ポルノ製造事件を検挙するなど、ＳＮＳをはじめコミュニティサイト

等を悪用した児童買春・児童ポルノ事犯の取締りを強化しました。 

 

[ 県 ] 

(1) 通学路の危険箇所の点検や安全マップの作成等を進め、地域ぐ

るみの子ども見守り活動を強化します。 

   通学路の危険箇所の点検や１１０番の家の確認等を行い、全小学

校区において、安全マップを作成しました。 

(2) 声かけ事案が多く発生する時間帯に重点を置いた「夕方見守り運

動」に参加する地域住民を増やし、県民運動として展開します。 

   イベント会場での啓発活動や市町の広報誌等により「夕方見守り

運動」の活動を拡大しました。 

(3) 「夕方見守り運動」に賛同する事業所を募集し、夕方に行う店舗周

辺の花の水やりや清掃等に合わせた見守り活動を促進します。 

   夕方見守り運動に賛同し、活動に協力する「夕方見守り運動協力

店」を募集し、夕方の時間帯に専用の見守りフラッグを設置し、「なが

ら見守り」を推進しました。 

  ・ 夕方見守り運動協力店 1,048店舗（R3.3末現在・累計） 

(4) ドライブレコーダー搭載車によるドラレコ見守り協力者を県内全域

に拡げていきます。 

   カー用品販売店等で啓発チラシを配布し、ドラレコ見守り協力者を

拡大し、「見守りステッカー」貼付車両による「ながら見守り」を推進し

ました。 

  ・ 「見守りステッカー」貼付車両 4,729台（R3.3末現在・累計） 

(5) 声かけ事案発生場所における集中的な見守り活動を実施します。 

   声かけ事案発生後、「重点見守り協力員」が、発生場所周辺を継

続してパトロールすることで、見守り活動の強化を図りました。 

 

夕方見守り運動 

 
見守りステッカー 



 

- 3 - 
 

 

  

(6) 児童虐待については、児童相談所において、通告受理後２４時間

以内に安全確認を行うとともに、関係機関と連携し、子どもの安全を

最優先に対応します。 

   児童虐待について、通告受理後24時間以内に安全確認を行うとと

もに、子どもの安全確保を最優先に、警察等の関係機関と連携し、

適切かつ迅速な一時保護等の対応を行いました。 

(7) イベント会場での家族を対象とした体験・参加型安全安心講習会

を開催するなど、家庭の防犯力向上を図ります。 

   イベント会場において、親子や家族向けにミニ護身術講座等の防

犯意識向上につながる体験・参加型の講習会を開催しました。 

 
警察と児童相談所の 

合同訓練 

 

ミニ護身術講座 
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  ２ 女性を犯罪から守る対策の推進

 
防犯講座 

[ 警 察 ] 

(1) ストーカー、ＤＶ事案等に対しては、被害者の安全確保を最優先と

し、行為者の検挙、禁止命令等の行政措置および被害者の保護

対策を徹底します。 

   令和２年のストーカー事案の検挙は 41 件（前年比＋18 件）で、ＤＶ

事案の検挙は 142 件（前年比－２件）でした。  

  【主な検挙事例】 

  ・ 元交際相手に対するストーカー規制法違反事件 （R2.11 坂井） 

  ・ 元暴力団員による DV（暴行）事件            （R2.1 福井南） 

(2) レディースガードリーダー（女性相談員）と連携した企業・団体等に

おける防犯講座の開催など、女性の防犯力の一層の向上を図り

ます。 

   県内の企業や病院等において、相談対応や警察への情報提供

の役割を担う「レディースガードリーダー」の育成を拡充し、連携して

防犯講座の開催に取り組みました。 

(3) レディースパートナー（女性警察職員）の拡充など、女性相談者の

立場に立った適切な対応を推進します。 

   警察本部や警察署の女性警察職員 57 人を「レディースパート

ナー」に指定し、女性特有の相談を受理しているほか、警察本部に

性犯罪被害者の電話相談窓口となる「性犯罪被害相談電話（0776 

-29-2110、0120-292-170、♯8103）」を設置し、女性捜査員が対応

しています。 

   レディースパートナーの対応能力向上のため、県主催のＤＶ対応に

関する講習や被害児童からの聴取に関する講習を受講し、対応能力

の向上に努めました。 

(4) 強制わいせつ、リベンジポルノ事犯や盗撮など、女性を対象とした

卑劣な犯罪を徹底して取り締まります。 

   子供女性安全対策室（少年女性安全課）や女性選抜捜査班（捜査

第一課）等による、女性被害者の心情に配意した取締りを推進してお

り、令和２年の女性対象犯罪（※）の検挙件数は 235 件（前年比＋２件）

でした。 

   ※ 女性が被害者となった強制性交等、強制わいせつ、略取誘拐・人身売買、暴行、傷害 

  【主な検挙事例】 

  ・ 公園の女子トイレにおける建造物侵入・盗撮事件 （R2.5 大野） 

  ・ 登校中の女子生徒に対する暴行・公然わいせつ事件 

（R2.6 福井） 

・ ＳＮＳを介した女児に対する強制性交等事件     （R2.6 大野） 

・ 路上における連続強制わいせつ事件 

 （R2.8 福井・福井南・鯖江） 

 
レディースパートナー 

による相談受理 
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[ 県 ] 

(1) 地域ごとの犯罪情報の提供など、女子大学生の役に立つ防犯研

修の実施や、高校生自ら企画・出演する防犯啓発ＣＭの作成など、

高校生・大学生等の自主的な防犯知識の習得を促進します。 

   大学生を対象とした防犯研修会において、犯罪情報の提供や護

身術体験を実施するとともに、高校生が企画・出演する防犯啓発Ｃ

Ｍを作成し、ＹｏｕＴｕｂｅ等により県民に周知することにより、若い女性

を中心に防犯意識の向上を図りました。 

(2) 防犯アプリの普及や防犯ブザーの携行を促進し、身の危険が差し

迫った時の対応力を強化します。 

   大学生を対象とした防犯研修会において、防犯ブザーの配布や、

その有効性の説明を通じて、防犯ブザーの携行を促進し、女子大学

生の防犯意識の向上につなげました。 

(3) 声かけ事案発生場所における地域防犯団体による安全点検の実

施や、新たにＳＮＳを活用した不審者情報の発信など、女性が被害

に遭わないための環境を整備します。 

   声かけ事案や女性対象犯罪の発生場所等の危険箇所における安

全点検を実施して問題把握を行うとともに、重点的パトロールを実施

しました。 

   また、ＳＮＳを活用し、不審者情報や防犯情報などを発信し女性が

被害に遭わないための環境整備を図りました。 

  ・ 安全安心ツイッター配信回数 419 回（R3.3 末現在・累計） 

(4) ＤＶ・性暴力事案に対しては、２４時間３６５日相談可能であること

を周知するとともに、配偶者等からの暴力の相談に即座に対応します。 

   ＤＶ・性暴力に関する相談について、24 時間 365 日可能であること

を周知するリーフレットを作成し、自治会、公共施設、医療機関、保

育園、美容室等へ配布しました。さらに、「女性に対する暴力をなく

す運動」期間（11/12～11/25）に合わせ、パネル展示を行いました。 

   

 

防犯啓発 CM 

 

女性に対する暴力をなくす運動 

パネル展 

 

 

防犯研修会 

 

安全安心ツイッター 
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  ３ 高齢者を犯罪から守る対策の推進

[ 警 察 ] 

(1) 金融機関やコンビニエンスストア、宅配事業者等との連携による

特殊詐欺被害の阻止対策を推進します。 

   金融機関等において声掛け訓練を実施したほか、電子マネー型

の詐欺対策として「注意喚起封筒」を県内のコンビニエンスストア全店

に配付しました。また、金融機関に要請するなどした結果、一定基準

に該当する顧客のＡＴＭ引出制限が導入されました。 

   このほか、特殊詐欺の予兆電話を認知した際に、金融機関やタク

シー事業者等に対して一斉に注意喚起を行うオートコール（自動音

声）システムを運用するなど、被害の阻止対策を推進しました。 

  【金融機関等における特殊詐欺被害の阻止状況】     （単位：件） 

 H３０ Ｒ１ Ｒ２ 

被害阻止件数 ７４ ４３ ５１ 

(2) 「だまされた振り作戦」や他の都道府県警察との連携による特殊

詐欺犯行グループ壊滅に向けた取締りを行います。 

   平成 29 年 11 月に特殊詐欺緊急対策プロジェクトチームを発足し、

だまされた振り作戦や職質による末端被疑者の現場検挙、取調べ、

証拠品の解析などの突き上げ捜査から上位被疑者を検挙するなど、

犯行グループの取締りを強化するとともに、平成 30 年５月から北陸三

県合同特殊詐欺検討会を開催し、連携強化を図っています。 

【主な検挙事例】 

  ・ フィリピン拠点の特殊詐欺事件 

（R2.2～ 警視庁、福井、北海道、大阪、兵庫、福岡等 

18都道府県警察合同捜査） 

  ・ 警察官等を騙る預貯金詐欺事件  

（R2.10～ 岡山県警との合同捜査） 

(3) 携帯電話や預貯金口座の不正取得等の特殊詐欺を助長する犯

罪の取締りと、犯行に利用された携帯電話の利用停止や預貯金口

座の凍結など、犯行ツールの無力化対策を推進します。 

預貯金口座等の不正取得に対する取締りを推進したほか、犯行に

使用された預貯金口座の凍結や携帯電話の契約者確認、令和元年９

月からは犯行に利用された固定電話の利用停止などの対策を開始し

ました。 

  【主な検挙事例】 

  ・ 特殊詐欺に係る詐取金の口座間移転等を目的とした詐欺（口座開設）事件 

（R2.8 大野） 

 

 

電子マネー用 

注意喚起封筒 

 

金融機関における 

声掛け訓練 

生活安全部・刑事部 
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(4) 特殊詐欺被害を防止するためのタイムリーな地域安全情報の提供

と効果的な広報啓発活動を推進します。 

   県警察のホームページ、ＳＮＳ、新聞等の媒体を利用した最新手口

や対策に関する広報のほか、えちぜん鉄道株式会社と協定を締結

し、アテンダントによる利用客への注意喚起を行うなど、広報啓発活

動を推進しました。 

(5) 巡回連絡や出前講座等による特殊詐欺の被害に遭わないための

県民への注意喚起と被害防止対策資機材の普及を促進します。 

   特殊詐欺の被害防止について、幅広い世代に関心を持ってもらう

ため、本県出身の山口茜選手を「安全・安心サポーター」に委嘱し、

広報啓発活動を実施しました。 

また、高齢者の被害を防止するため、巡回連絡を通じた制服警察

官による直接指導を行うとともに、犯人からの電話に出ないための対

策として、在宅時における留守番電話の設定や防犯機能付き電話

機の普及促進に努めました。 

(6) 関係機関・団体や地域住民等と連携した行方不明者や高齢者虐

待事案の早期発見・保護活動を推進します。 

   認知症高齢者等の情報を県、市町および県警察で共有し、高齢者

の行方不明事案や高齢者虐待事案の早期発見・保護活動に取り組み

ました。 

   また、県の協力を得て、「認知症サポーター養成講座」および

「認知症サポーターステップアップ講座」を開催し、認知症に対する

警察職員の理解を深めました。 

 

[ 県 ]  

(1) ケアマネージャーや民生委員に加え、訪問介護員等に対する消費

者トラブル防止の見守り研修を実施するなど、高齢者の見守り支援

を強化します。 

   高齢者と接する機会の多いケアマネージャーや訪問介護員に対

し、特殊詐欺等の被害防止に関する研修等を行いました。また、情

報誌「気をつけよう！見守ろう！ふくいの消費生活」を、市町の回覧

板等を通じて配布・閲覧し、見守りのための情報を提供しました。 

 

情報誌「気をつけよう！ 

見守ろう！ふくいの消費生活」 

 

協定の締結 

認知症への理解を深める

冊子とオレンジリング 

安全・安心サポーター 

山口選手起用ポスター 
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(2) 高齢者被害防止一斉啓発活動の実施や、高齢者への注意喚起

に協力する施設や店舗等の拡大に加え、高齢者対象のインターネッ

トトラブル防止のための講座の開催など、被害未然防止対策を強化

します。 

   敬老の日を含む９月および 10 月を中心に、悪質商法・特殊詐欺等

への注意喚起を行うため、高校生や大学生の協力による啓発活動を

実施したほか、高齢者が日常的に利用するスーパーマーケット等に

おいて、注意喚起を促すポスター等の掲示や店内放送を実施しました。 

また、高齢者のインターネットに起因する消費者トラブルの増加に

対応するため、「スマホ・ケータイ安全教室」を実施しました。 

(3) 市町の高齢者徘徊ＳＯＳネットワーク情報の活用により、徘徊によ

る行方不明者を早期発見するなど、高齢者が安心して生活できる地

域づくりを推進します。 

各市町において、警察、区長会、民生委員、コンビニ、タクシー会

社等の協力を得て、地域の高齢者の見守り体制を整備するととも

に、行方不明になるおそれのある高齢者については、あらかじめ市

町が届出を受けた本人の特徴等の情報を警察と共有することによ

り、行方不明発生時の迅速な対応に備えました。 

また、県においては、県内市町、警察、他府県への情報提供（捜

索協力依頼、依頼解除等）のための高齢者等ＳＯＳネットワーク広域

情報提供を運用しています。 

    

 

 

太鼓パフォーマンス 

 
県薬剤師会へ 

注意喚起シール贈呈 

 

 

特殊詐欺 

注意喚起シール 
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第２ 犯罪の起きにくい社会をつくります 

  １ 県民と協働した地域の防犯力向上

[ 警 察 ] 

(1) リュウピーネット（県警察の情報メール配信システム）等の活用、

民間事業者等との連携による防犯に役立つ情報や連続発生または

県内に波及するおそれのある犯罪情報等の地域安全情報を提供し

ます。 

   オレオレ詐欺等の特殊詐欺の情報や、子どもを犯罪から守る情報

等をリュウピーネットやＳＮＳで発信しているほか、県警察ホームペ

ージの「安全・安心マップ」では、犯罪や声かけ事案等の発生状況

を掲載しています。 

  【地域安全情報の提供等】 

 Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ 

リュウピーネット発信回数（回） ２７０ ２９８ ３８１ 

安全・安心マップのアクセス件数（件） ２２，６０６ ２０，１４２ ２４，１３９ 

(2) 防犯隊やふくいマイタウン・パトロール隊等による自主防犯活動を

支援します。 

   防犯ボランティア団体に対する犯罪情報の提供や合同パトロール

の実施、研修会の開催など、自主防犯活動に対する各種支援を行

いました。 

   また、防犯ボランティア団体がパトロールに使用する青色回転灯

装備車に係る申請に対しては、審査の上、適正に実施できることを

証明するなど、その活動を支援しました。 

 ・ 防犯隊（県内全市町で設置）      17 団体、3,414 人 （R2.4.1） 

 ・ ふくいマイタウン・パトロール隊   136団体、7,326人 （R2.12末） 

 ・ 青色回転灯によるパトロール団体 116 団体、 491 台 （R2.12 末） 

 (3) 民間事業者等が自主的に行う地域に密着した防犯活動「防犯ＣＳＲ

活動」を支援します。 

   民間事業者等に対し、防犯ＣＳＲ活動への参加を呼び掛けるとと

もに、活動に役立つ犯罪情報の提供や活動方法に関する助言、県

警察ホームページを活用した活動事例の紹介など、その活動を支

援しました。 

(4) 公共施設や商店街等における防犯カメラの設置を促進します。 

   事業所や自治会等に対して、街頭防犯カメラの設置箇所や映像

の管理等に関する必要な助言や指導を行ったほか、自治体の補助

金助成制度の活用について説明するなど、街頭防犯カメラの設置を

促進しました。 

 

安全・安心マップ 

 

年末警戒出動式 

 

防犯ＣＳＲ活動企業に対する 

子供見守りステッカーの贈呈 
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(5) 警察音楽隊やシンボルマスコット等を活用した防犯広報を推進します。 

例年、各種イベント会場に警察音楽隊やシンボルマスコット「リュウ

ピー君」「リュウミーちゃん」を派遣して防犯広報を行っていますが、

昨年は、コロナ禍の影響で広報活動の機会が減り、その代替として、

ＳＮＳ（Ｔｗｉｔｔｅｒ、ＹｏｕＴｕｂｅ）を活用した広報活動を展開しました。 

また、警察音楽隊の定期演奏会は、観覧者を関係者に限定し

て、収録形式にて開催し、男性隊員５人によるダンスチーム「ポリリ

ズム」が演奏を盛り上げ、広報劇団「もったいない座」が特殊詐欺被

害防止寸劇を披露しました。演奏会の模様は、県内のケーブルテ

レビ、ＹｏｕＴｕｂｅ等で配信しました。 
・ 令和２年度の警察音楽隊の派遣演奏回数 ４回 

 

[ 県 ] 

(1) 地域の効果的な自主防犯活動を推進し犯罪を防止するため、防

犯カメラの設置を支援します。 

   地域における安全点検の実施など「人の目」による自主防犯活動

の促進を図るとともに、防犯カメラの有効的な設置の支援をしました。 

  ・ 設置台数 40 地区 103 台（R3.3 末現在・累計） 

 

 

(2) 犯罪をした者等を対象とする総合窓口の設置支援など、再犯防止

に関する施策を推進します。 

    令和元年８月に開所した「福井県更生保護センター」で、刑を終 

えて出所した人などからの相談に対応するとともに、再犯防止に関

する雇用促進セミナーをオンライン上で開催しました。 

・ 福井県更生保護センターの利用人数 （R3.3 末現在・累計）  

     刑を終えて出所された人からの相談   42 人 

     一般、保護司等からの問い合わせ等  902 件    

      

 

 
防犯カメラ 

 

福井県更生保護センター 

 

「もったいない座」が 

出演する広報寸劇 
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 (3) 薬物乱用の違法性・危険性を周知する県内一斉街頭啓発活動

を実施します。 

   夏休みの前の同一日に、県内６か所の青少年が集まるショッピング

センター等で、福井県薬物乱用防止指導員等による県内一斉キャン

ペーンを実施し、違法薬物の乱用防止を周知しました。 

   また、麻薬、覚醒剤乱用防止運動期間（10/1～11/30）に併せ、小

さい子どもやその家族でも楽しみながらできるよう、薬物クイズラリー

および薬物撃退シューティングゲームなどのイベントを行いました。 

その他の啓発活動として、福井県庁１階ホールで薬物乱用防止啓

発パネル展を実施しました。 

(4) 薬物乱用防止指導員による地域における啓発活動を推進します。 

   「ダメ。ゼッタイ。」普及運動期間（6/20～7/19）および麻薬、覚醒

剤乱用防止運動期間（10/1～11/30）に、薬物乱用防止指導員によ

る薬物乱用防止を呼びかける啓発活動を実施しました。 

  また、 パンフレット、絆創膏、風船等啓発資材を配布するとともに、

「ダメ。ゼッタイ。」国連支援募金活動を行いました。 

 

 

「ダメ。ゼッタイ。」普及運動 

 

県庁ホールパネル展 
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駐留警戒 

（子ども見守り活動） 

指導者による教養 

（職務質問訓練） 

  ２ 犯罪情勢に即した「見える・見せる活動」の推進

[ 警 察 ] 

(1) 犯罪手口別の多発地域・時間帯等に的を絞った制服警察官や

パトカーによるパトロールと職務質問を強化します。 

   犯罪の多発地域・時間帯等を分析し、犯罪情勢に即した効果的な

パトロールを実施するとともに、職務質問技能指導者による教養や

若手地域警察官に対する現場指導により、職務質問の技能向上を図

りました。 

  【主な検挙事例】 

  ・ 在留期間を経過した外国人によるドラッグストア対象窃盗事件 

                                               (R2.5 鯖江） 

  ・ 車内に乾燥大麻を隠匿していた大麻取締法違反事件 

                                               (R2.8 福井） 

(2) 光（赤色灯）と音（アナウンス広報）のパトロールにより犯罪防止と

地域住民の安心感を醸成します。 

県民の身近で発生する犯罪の防止に加えて、特殊詐欺の予兆電

話を認知した際に、継続発生が予想される地域において、光（赤色

灯）と音（アナウンス広報）のパトロールを実施しました。 

(3) 制服警察官の交番前での立番や主要交差点における駐留警戒

を強化します。 

   通勤・登下校時間帯に重点を置き、交番前における立番のほか、

通学路、主要交差点、幹線道路に面した場所での駐留警戒や子ど

も見守り活動を徹底し、犯罪や事故等の未然防止に努めました。 

(4) 制服警察官の巡回連絡により地域住民の意見・要望の把握と

防犯広報を強化します。 

   一般住宅のほか、独居高齢者宅やアパート・マンションに対する

巡回連絡を実施し、啓発チラシ等を活用した特殊詐欺や交通事

故防止などの情報提供や防犯指導を行うとともに、意見・要望の把

握に努めました。  

(5) 隣接する交番・駐在所の連携や交番相談員の効果的運用による

街頭活動の活性化と各種事案への適切な対応を推進します。 

   駐在所等の不在時には、隣接する交番・駐在所の勤務員がパト

ロールや各種事案への迅速な対応が行えるよう、ブロック運用の徹

底を図りました。 

また、県下38交番に交番相談員38人、臨時交番相談員31人を

配置し、勤務時間の調整等を行うことで切れ目のない勤務体制を

構築し、警察官が不在の際も、適切な市民応接に努めました。 

 

巡回連絡 

 

交番相談員 

 

パトロール活動 
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  ３ 非行少年を生まない社会づくり

[ 警 察 ]  

(1) ヤングテレホン（少年相談）、学校・警察連携制度、スクールサポー

ターの効果的運用により少年非行を防止します。 

   県下８警察署にスクールサポーター９人を配置し、学校訪問や校

内の巡回による非行防止、生徒の安全確保に取り組みました。 

   また、「福井県学校・警察連携制度」により情報を共有するととも

に、非行防止教室等で教材を活用して相談方法や窓口を周知する

など、いじめ等の悩みの早期把握と早期解決、校内暴力への的確な

対応に努めました。 

(2) 立ち直り支援としての「かがやきサポート活動」等を推進します。 

   非行少年や犯罪被害少年に対して、大学生ボランティアや関係

機関と連携した学習支援や就労支援のほか、菓子作り体験や動物と

の触れ合い等の体験活動を通じた立ち直り支援活動（かがやきサポ

ート活動）を行うなど、少年の特性に応じた支援を行いました。 

   また、互いの強みを活かした効果的な立ち直り支援活動を行うため、

県警察と福井少年鑑別所との間で、少年の立ち直り支援に関する協

定を締結しました。 

(3) 家庭・学校・地域への情報発信による少年を見守る社会気運を

醸成します。 

   インターネットに起因した犯罪被害の現状等を紹介したリーフレット

の配布や、大麻乱用防止を呼びかけた広報資料を発出したほか、

県警察ホームページへの非行防止に関するインターネット絵本の

掲載、ＳＮＳを利用したワンポイントアドバイスの発信など、地域社会

で少年を見守る社会気運の醸成に努めました。 

(4) 学校と連携した非行防止教室等による少年の規範意識の向上を

図ります。 

   小中高校において、少年による自転車盗や万引き等の初発型非行

の防止およびインターネット利用に係る犯罪被害の防止を重点とする

非行防止教室（ひまわり教室）を対面またはリモート形式により開催

するなど、少年の規範意識の向上に取り組みました。 

  【非行防止教室の開催】 

 小学校 中学校 高校 

Ｈ３０ １４９校 ３２６回 ６７校 １２８回 ３１校 ５３回 

Ｒ１ １５５校 ３１９回 ７３校 １２３回 ３０校 ４７回 

Ｒ２ ９７校 １３３回 ５２校 ８９回 １３校 ２７回 

 

 

 

福井少年鑑別所 

との協定の締結 

 

インターネット絵本 

 

非行防止教室 
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(5) 少年警察ボランティア等と連携した街頭補導活動を推進します。 

   少年の非行防止活動に従事する少年警察協助員や、少年と年齢

が近く、心情や行動を理解しやすいなどの特性を有する大学生ボラン

ティアと連携し、街頭補導活動を通じた非行少年の早期発見や有害

環境の浄化、広報啓発等に取り組みました。 

(6) 学校の対応状況等を踏まえ、いじめ問題に適切に対応します。 

   学校におけるいじめ問題については、教育上の配慮から、一義的

には教育現場における対応を尊重しつつ、犯罪等の違法行為がある

場合には、被害少年や保護者等の意向および学校における対応状況

を踏まえながら、必要な捜査、補導等の措置を講じました。 

 

 [ 県 ] 

(1) 児童ポルノ「自画撮り被害」の防止など、ＳＮＳによる情報発信に関

して、小・中高校における出前講座を実施するなど、青少年を被害者

にも加害者にもしない対策を推進します。 

   被害防止等を図るため、学校へ出向いての出前講座の実施や、街

頭啓発活動等を集中的に行いました。 

(2) インターネットに起因する青少年の犯罪被害を防ぐため、保護者や

地域住民等に対する研修会を開催します。 

   県内５ブロックで、保護者や青少年関係者、教員等を対象に青少

年のネット被害防止を目的とした研修会を行い、地元の青少年にネッ

ト利用の現状を伝えてもらうことで、参加者が大人たちのやるべきこと

について考えました。 

 (3) 保護者・青少年に対しインターネット上にある有害情報等に関する

注意喚起を行うなど、青少年を有害環境から守る対策を推進します。 

  ・ メールマガジン・Ｔｗｉｔｔｅｒによる情報発信 48 回／年 

 

 

ネット安全・安心ふくい研修会 

 

出前講座 

 

街頭補導活動 

 

メールマガジンの配信 
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夜間巡回指導出発式 

(4) 青少年が集まりやすい深夜営業の店舗、駅構内等における夜間街  

頭巡回指導を実施します。 

   巡回指導員が繁華街や深夜営業施設等への巡回を実施し、青少

年の帰宅指導や喫煙防止の呼びかけを行いました。また、繁華街や

ショッピングセンター等において、一斉補導活動を実施し、青少年の

事故防止を図りました。 

  ・ 夜間の巡回指導実施箇所数 660 箇所（R２年度） 

  ・ 県下一斉街頭補導活動 延べ参加人数 4,000人（R２年度） 

(5) 中・高校生への成年年齢引下げに対応した実践的な授業を実施す

るとともに保護者への啓発を実施します。 

   県内の全ての高校で、消費者庁作成教材「社会への扉」を活用し

た授業を実施しました。また、成年年齢引下げの影響を受ける高校１・

２年生の保護者に啓発パンフレットを配布しました。 
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第３ 犯罪の取締りを強化します 

  １ 重要犯罪等の取締り

[ 警 察 ] 

(1) 初動捜査の強化により殺人・強盗等の重要犯罪を取り締まります。 

   令和２年の重要犯罪の検挙件数は 36 件（前年比＋11 件）で、検挙率(※)

は 100％でした。 

   ※ 検挙率：当該年の認知件数に対する検挙件数（当該年の前年以前の認知事件の検挙を含む。）の割合 

  【主な検挙事例】 

   ・ 越前市内のコンビニエンスストアにおける強盗事件 

（R2.4 越前） 

   ・ 坂井市内等における強盗殺人・死体遺棄事件  

（R2.7 坂井、福井、福井南、捜査第一課） 

   ・ 福井市内の一般住宅における孫娘殺人事件 

（R2.9 福井南、捜査第一課） 

(2) 空き巣・車上ねらい等の県民が身近に不安を感じる窃盗犯罪を取

り締まります。 

   令和２年の窃盗犯の検挙件数は 1,223 件（前年比－88 件）で、検

挙率は 68.3％（前年比＋6.7P）でした。 

  【主な検挙事例】 

・  ベトナム人によるドラッグストアを対象とした連続窃盗（万引き）

事件               （R2.1 福井、あわら、坂井、坂井西） 

・  山間部の民家駐車車両を対象とした広域窃盗（車上ねらい）等事件 

（R2.4 敦賀、越前、小浜、捜査第一課、香川県警察合同捜査） 

  ・  奥越地区における連続侵入窃盗（忍込み）事件  

（R2.10 勝山） 

(3) 捜査支援システムの整備・活用や他の都道府県警察との連携に

より広域犯罪を取り締まります。 

   各種捜査支援システムの活用や手口分析、他の都道府県警察と

の情報交換等により、広域犯罪の取締りを徹底しました。 

  【主な検挙事例】 

・ 会社事務所等を対象とした広域窃盗（出店荒し等）事件 

                     （R2.4 福井、石川県警察合同捜査） 

 ・ 小学校等を対象とした広域窃盗（学校荒し）事件  

（R2.9 小浜、石川県警察共同捜査） 

・ 飲食店を対象とした広域窃盗（出店荒し等）事件 

    (R2.10 福井、大阪府警察合同捜査) 

 

被害品の医薬品類 

 

死体遺棄現場 
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足羽川ダム不当要求 

行為等対策連絡会 

  ２ 暴力団犯罪などの組織犯罪対策の推進

[ 警 察 ] 

(1) 暴力団等反社会的勢力の壊滅に向けた取締りを行います。 

   令和２年の暴力団構成員等 (※)の検挙人員は、傷害や窃盗等の

刑法犯 46 人（前年比－17 人）、覚せい剤取締法違反等の特別法犯

26 人（前年比－19 人）の合計 72 人（前年比－36 人）でした。 

 ※ 暴力団構成員および準構成員その他の周辺者をいう。 

  【主な検挙事例】 

・ 暴力団構成員等による貸金業法違反事件等 

（R1.6 越前、組織犯罪対策課） 

・ 暴力団構成員等による宅配利用の覚醒剤密売事件 

（R1.10 福井、組織犯罪対策課） 

  【主な取組】 

・ 犯罪被害者支援を目的とした正木組組長らに対する損害賠償

請求訴訟に係る請求妨害防止命令の発出   

（R1.11 敦賀、組織犯罪対策課） 

 ・ みかじめ料名目に飲食店経営者へ金銭を要求した暴力団構成

員等に対する中止命令の発出 （R2.11 大野、組織犯罪対策課） 

(2) 関係機関・団体と連携した通学路の見守り活動など、暴力団事務

所周辺における警戒を強化します。 

   暴力団事務所周辺における県民生活の安全確保に向け、暴力団排 

除活動および暴力団関係箇所の警戒を徹底しました。 

  【主な取組】 

  ・ 暴力団事務所周辺における登下校警戒 

(3) 暴力団を公共事業や民間取引から排除するなど、社会一体となっ

た暴力団排除活動を推進します。 

   暴力団の弱体化・壊滅に向け、暴力追放市民会議による街頭行進

の実施のほか、飲食店等に対する暴排ローラーや広報啓発活動等の

実施など、暴追センター、関係機関・団体等と連携し、暴力団の排除

に向けた取組を推進しました。 

【主な取組】 

  ・ 暴力追放市民会議決起大会・暴力追放街頭行進 （R1.6 敦賀） 

 ・ 大相撲越前場所における暴力団排除活動の実施 （R1.7 越前） 

 ・ 暴力追放福井県民大野大会の開催            （R1.8 大野） 

・ 足羽川ダム不当要求行為等対策連絡会をはじめとする各業界に

おける暴力団排除活動の推進                    (R2.8) 

 

 

暴力追放街頭行進 

 

暴力追放福井県民大野大会 

 

暴力団事務所に対する

捜索差押え 
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(4) 覚醒剤・大麻・危険ドラッグ等の薬物の需要の根絶と供給の遮断

に向けた取締りを行います。 

   令和２年の薬物犯罪の検挙人員は 63 人（前年比－１人）で、このう

ち、覚醒剤の検挙人員は 40 人（前年比－６人）で、全体の 63.5％を

占めました。 

   大麻の検挙人員は 22 人（前年比＋５人）で、10 歳代と 20 歳代で

36.4％を占めました。また、県内で初めて大麻ワックスや大麻リキッド

を押収しました。 

  【主な検挙事例】 

  ・ 福井市内のアパート居室における大麻栽培事件 

（R1.8 鯖江、組織犯罪対策課） 

  ・ 坂井市内のアパート居室における大麻栽培事件 

（R2.6 坂井西、坂井、組織犯罪対策課） 

(5) 武器庫の摘発など、違法銃器の発見・排除に向けた取締りを行い

ます。 

   違法銃器に関する情報収集や水際での取締りを強化するため、税

関や海上保安庁との情報共有を行いました。 

(6) 来日外国人グループによる、組織窃盗・詐欺・カード犯罪等を取り

締まります。 

   外国人コミュニティへの犯罪組織等の浸透の防止及び来日外国

人犯罪組織の資金源となる犯罪取締りの一環として、入国管理局

や税関、県の関係機関と情報交換等に取り組みました。 

  【主な検挙事例】 

 ・ レバノン人らグループによる広域窃盗（自動車盗）事件 

（R2.1 敦賀、坂井、福井南、鯖江、組織犯罪対策課、捜査第一課） 

  【その他の主な取組】 

・ 在留外国人の安全確保に向けた総合対策として、多文化フェ 

スティバルに警察ブースを出店           （R1.11 越前） 

・ 外国人を犯罪や交通事故から守る活動を支援する県警察初の

外国人安全対策アドバイザーの委嘱          （R2.7 越前） 

 

 

多文化フェスティバル 

 

大麻栽培事件 

 

 

外国人安全対策 

アドバイザー委嘱 

押収した大麻ワックス等 

被害品の小型重機 
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  ３ サイバー犯罪対策の推進 

[ 警 察 ]  

(1) サイバー犯罪被害の潜在化を防止するためのサイバーパトロール

の実施と的確な相談対応を推進します。 

   令和２年のサイバー関連の相談受理件数は、1,537 件（前年比＋333

件）でした。このうち、詐欺や悪質商法に関する相談が 775 件（前年比＋

141 件）でした。 

   県内大学と連携してサイバーパトロールを実施したほか、インター

ネットに係る相談では、タブレット端末を用いて相談者の申出内容を

確認しながら対応するなど、潜在化するサイバー犯罪被害の防止に

取り組みました。 

(2) インターネット利用者や企業等の対象に応じた啓発活動による

民間の自主的な被害防止対策を促進します。 

   若年層の規範意識の向上を図るため、県内の大学生をサイバー

防犯ボランティアに委嘱して広報紙を作成し、イベント会場等におい

て配布したほか、企業等に対しては、商工会議所等と連携した啓発

活動や県警察によるサイバーセキュリティ講演会を開催するなど、

インターネット利用者や企業等による自主的な被害防止対策を推進

しました。 

(3) サイバー犯罪捜査に関して専門的な知識・技能を有する捜査員を

育成するなど、体制強化と対処能力の向上を図ります。 

   平成28年度からの５か年を計画期間とする「福井県警察における

サイバー空間の脅威への対処に係る人材育成計画」を策定し、民間

研修の受講やサイバー捜査検定の推進等による対処能力の向上を

図っており、資格基準に応じたサイバー専門官４名、サイバー指導官

14名、サイバー担当官63名を指定して体制強化を図りました。 

(4) 不正アクセス、コンピュータ・ウイルス等を利用する悪質事犯を取

り締まります。 

   令和２年の不正アクセス、コンピュータ・電磁的記録対象犯罪の検

挙は９件（前年比－２件）でした。 

  【主な検挙事例】 

  ・ 男女間トラブルに起因する不正指令電磁的記録供用等事件 

(R2.7 福井) 

(5) インターネット上における有害情報の実態解明とこれに起因する

犯罪を取り締まります。 

   令和２年のネットワーク利用犯罪の検挙は 65 件（前年比＋36 件）でした。 

  【主な検挙事例】 

  ・ インターネット掲示板を利用した名誉毀損事件    (R2.8 福井南) 

 

 

ラジオ放送によるサイバー犯罪 

被害防止の広報啓発活動 

サイバー防犯ボランティア 

が作成した広報紙 

サイバー担当官育成研修 

スマートフォンの解析実習 
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  ４ 生活経済事犯等の取締り

 

[ 警 察 ] 

(1) 架空の投資話等で不法な利益を得る悪質商法、無登録・高金利

で貸し付けるヤミ金融、廃棄物の不法投棄等による環境事犯を取り

締まります。 

   令和２年の検挙件数は、悪質商法事犯が 15 件（前年比＋11 件）、

ヤミ金融事犯が３件（前年比－１件）、不法投棄等の環境事犯が 46

件（前年比＋11 件）でした。 

また、関係機関と連携した車両検問などにより、違法無線や不正

軽油の取締りを実施するとともに、廃棄物の不法投棄の防止につい

ての広報啓発活動を推進しました。 

【主な検挙事例】 

  ・ ＦＸ運用名下での利殖勧誘事犯                (R2.6 福井) 

  ・ ＳＮＳを利用したヤミ金融事犯                 (R2.11 福井) 

  ・ 塗装業者に係る訪問販売による特定商取引事犯 (R2.12 敦賀) 

(2) ヤミ金融等に悪用される携帯電話や預貯金口座等の犯行ツール

無力化対策を推進します。 

   ヤミ金融や悪質商法等に利用された預貯金口座の凍結に関する

情報提供やレンタル携帯電話の解約要請等、被害防止対策を推進

しました。 

  【犯行ツール無力化対策の推進状況】               （単位：件） 

 Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ 

口座凍結の情報提供 １２１ １３７ １３１ 

携帯電話の契約者確認の求め １８ １３ ３ 

レンタル携帯電話等の解約要請 ３４ １０ ２ 

 

(3) 悪質な客引きや無許可営業等の風俗事犯を取り締まります。 

   悪質な無許可風俗営業店等に対する取締りや積極的な行政立入

り、管理者講習会における営業者への指導を行うなど、良好な風俗

環境の保持に努めました。 

  【主な検挙事例】 

  ・ 風俗営業店経営者等による不法就労助長事件（不法滞在外国人

をホステスとして雇用）                          (R2.4 福井) 

  ・ 深夜酒類提供飲食店経営者による無許可風俗営業及び年少者

雇用事件（18歳未満をホステスとして雇用）       (R2.11 福井) 

 

違法無線の取締り 

 

管理者講習会 
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第４ 交通事故から県民を守ります 

  １ 交通弱者を守る取組の推進

[ 警 察 ] 

(1) 交通弱者を遠くから発見する「夜間ハイビーム実践」運動を推進し

ます。 

   関係機関・団体等と連携して、薄暮時間帯から夜間にかけて、街

頭での歩行者を遠くから発見するための「早めのライト点灯」、「ハイ

ビーム実践」を重点とした広報啓発活動に取り組みました。 

(2) 反射材普及協力店等との連携や反射材シールの直接貼付活動

等による反射材の効果の周知と普及促進を図ります。 

   薄暮時や夜間において、交通事故防止に効果が高い反射材用品

の普及を図るため、反射材普及協力店（10 社56店舗）や関係機関・

団体との連携による広報啓発活動のほか、参加・体験型の交通安

全教室で、視認効果や使用方法の理解を深めてもらう活動に取り組

みました。 

(3) 歩行者や自転車利用者に対する現場での指導や、高齢者宅訪問

等による啓発活動を強化します。 

   高齢の歩行者、自転車利用者に対する現場指導や保護・誘導活

動、ショッピングモールにおける反射材貼付活動、高齢者宅の戸別

訪問による反射材付マスクの配布などにより、高齢交通弱者の交通

事故防止に努めました。 

(4) 交通安全教育車、歩行環境シミュレーター等の参加・体験型機材

を活用した交通安全教室を開催します。 

   加齢に伴う身体機能の変化を理解し、その変化に応じた行動を心

掛けてもらうため、座学講習と合わせて、ゲーム方式による反射能力

テストや歩行環境シミュレーター、自転車シミュレーター等を用いた

参加・体験・実践型の交通安全教室を開催しました。 

(5) 未就学児等の移動経路の安全を確保するため、危険箇所に対す

る交通規制や横断歩道等の整備のほか、交通指導取締りを強化し

ます。 

   未就学児等の移動経路の合同点検を踏まえ、横断歩道の新設や

塗り直し、信号機の運用改善（押しボタン式信号機の青色灯火時間

の延長）等の安全対策を推進しました。 

 

夜間・薄暮時の街頭指導 

 

反射材視認効果の広報 

 

歩行環境シミュレーター 

 

移動経路の横断歩道新設 

 

反射材付マスク 
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緊急安全点検 

[ 県 ] 

(1) 高齢者に対する反射材の貼付活動や全ての公民館の窓口への

反射材の配置に加え、反射材エコバッグの普及活動を推進します。 

   県内の高齢者が集まる施設等において、反射シールの直接貼付活

動や、反射材エコバッグを配布し、反射材の着用促進を図りました。 

   また、反射材衣料を着こなしたおしゃれな「交通安全家族！」の展

示やイベントの開催などにより、反射材の着用を呼びかけました。 

  ・ 反射材直接貼付者数      4,749 人（R3.3 末現在・累計） 

  ・ 反射材エコバッグ配布者数  4,000 人（R3.3 末現在・累計） 

 

(2) 未就学児等の移動経路の合同点検を行うなど、関係機関と連携

し、安全対策を推進します。 

   交通事故から次世代を担う子どものかけがえのない命を守るため、

関係機関と連携し、未就学児を中心に子どもが日常的に集団で移

動する経路等の緊急安全点検を実施し、安全対策を推進しました。 

  ・ 県内の対策必要箇所数 1,247 箇所 

  ・ 対策実施済箇所数    1,106 箇所（R2.12 末現在・累計） 

 

 

交通安全家族！ 
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  ２ 悪質・危険運転者対策の推進

[ 警 察 ] 

(1) 飲酒、無免許、著しい速度超過、あおり運転等の重大事故に直結

する悪質・危険・迷惑性の高い違反に重点を置いた指導取締りを推

進します。 

   年間を通じた繁華街周辺での深夜の交通検問や飲酒の機会が増

える年末における取締強化期間の設定など、効果的な取締りを推進

し、令和２年中は156件（前年比－67件）の飲酒運転を検挙しました。 

(2) 飲酒運転に関する車両や酒類の提供罪、同乗罪を取り締まります。 

   運転者の検挙に加え、飲酒運転であることを知って同乗した人や酒

類や車両を提供した人に対する捜査を徹底し、飲酒運転周辺罪の検

挙に努めました。 

  【取締り状況】                            （単位：件） 

 Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ 

要求・依頼同乗罪 ７ ７ ３ 

車両提供罪 １ １ ０ 

酒類提供罪 ０ １ ０ 

(3) 飲酒運転根絶に向けた広報啓発活動を推進します。 

   児童から家族に交通安全を呼び掛けてもらう「リュウピー・リ

ュウミー交通保安官」の任命や飲酒運転検挙者の数を市町別に集

計したマップの公表など、工夫を凝らした取組により、飲酒運転

根絶気運の醸成を図りました。 

  【飲酒運転による交通事故の発生状況】           （単位：件） 

 Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ 

飲酒運転による交通事故 ２１ ２３ １２ 

うち死亡事故 ４ ２ ３ 

(4) 危険運転致死傷罪等の適用による悪質・重大な交通事故事件捜

査を推進します。 

   社会の関心が高まっている悪質・危険な「あおり運転」による

交通事故に危険運転致傷罪を適用して運転者を検挙し、５年間の

欠格期間となる運転免許の取消処分を実施するなど、取締りを強

化しました。 

(5) 暴走族による違法行為を取り締まります。 

   警察に寄せられた暴走行為の情報に基づき警戒を行うなど、暴走

族等の違法行為の未然防止に取り組みました。 

 

夜間の交通検問 

 

飲酒運転マップ 

リュウピー・リュウミー 

交通保安官任命式 
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  ３ 高齢運転者の交通事故防止対策の推進

 

[ 警 察 ] 

(1) ドライブレコーダーを活用した個々の運転者の特性を踏まえた安

全運転指導を実施します。 

   交通事故を起こす危険性が高い高齢者を対象として、マイカーにド

ライブレコーダーを取り付け、その映像を警察職員が一緒に確認しな

がら、対象者の特性に応じた個別の安全運転指導を実施しました。 

 

 【ドライブレコーダーを活用した個別指導の実施状況】  （単位：人） 

 Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ 

指導 １９０ １６６ １６０ 

申込 ２１３ １８２ １５７ 

(2) 自動車教習所と連携した実車を用いた任意講習を実施します。 

   法律で義務付けられている法定講習とは別に、自動車教習所と連携

した「シルバー・セーフティドライビング講習」（年間 275 人が受講）や

運転技能自動評価システムを活用した体験講習会を開催しました。 

(3) 交通関係協力団体との連携による戸別訪問や高齢者が多数集ま

る会合等での安全運転に向けたアドバイスを実施します。 

   高齢者サロン参加者やデイサービス利用者などを対象とした交通

安全教室を開催し、安全運転についての助言・指導を行うなど、高

齢者の交通事故防止に取り組みました。 

(4) 運転適性相談（現：安全運転相談）の充実や、運転免許を自主返

納される方の利便性に配意した行政手続きを推進します。 

   駅周辺や大型ショッピングモール等において、福井市と共同で、運

転免許の自主返納に係る臨時窓口を開設しました。 

   令和２年中の延べ実施日数は４日間で、24人の方が運転免許を返

納しました。 

【運転免許の自主返納者等】                   （単位：人） 

 Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ 

運転免許自主返納者数 ２，５５１ ３，１６１  ２，７９２ 

運転経歴証明書発行数 １，８７３ ２，４２３  ２，２６６ 

 

 

運転免許自主返納の臨時窓口 

ドライブレコーダーを 

活用した安全運転指導 

 

高齢運転者の体験講習 

 

 

交通安全教室 

運転免許自主返納の 

臨時窓口 
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[ 県 ] 

(1) 「高齢免許返納者サポート制度」に賛同する事業者を増やすなど、

制度を充実し、運転に不安のある高齢者の免許返納を促進します。 

   「高齢免許返納者サポート制度」に参加する企業を増やし、免許

返納を促進しました。 

(2) 安全運転サポート車の普及を目的に、イベント会場等における体

験会や啓発活動を実施します。 

   高齢運転者の交通事故防止と事故発生時の被害軽減を図るた

め、自動ブレーキなどの安全装置が付いた安全運転サポート車の乗

車体験会を県内各地で開催し、普及促進を図りました。 

  【安全運転サポート車乗車体験会実施状況】 

・ 回数   ９回（R3.3 末現在・累計） 

・ 人数 ３９４人（R3.3 末現在・累計） 

 

(3) 自主返納に踏み切れない高齢運転者を対象に、自らが運転時間

帯や場所等を限定する安全運転の促進や、後付け安全装置の設置

を支援します。 

   生活の足を確保できないなどの理由により自主返納に踏み切れな

い高齢運転者に対して、自らが運転する時間帯や場所等を限定して

安全運転を続ける取組みを促進するとともに、ペダルの踏み間違い

による交通事故を防止するため、後付け安全装置の設置を支援しま

した。 

・ 限定運転宣言者数         1,807人（R3.3末現在・累計） 

・ 後付け安全装置設置支援台数 664台（R元年度） 

(4) 加齢による身体機能低下を自己診断する出前型交通安全教室を

実施します。 

   高齢者向けの出前型交通安全教室を実施し、身体機能や認知機

能等運転に必要な能力に関する自己診断を行うことにより、安全運

転意識の向上を図りました。 

  【高齢者向け出前型交通安全教室実施状況】 

・ 回数    178 回（R3.3 末現在・累計） 

・ 人数  9,135 人（R3.3 末現在・累計） 

 

 

免許返納リーフレット 

 

安全運転サポート車 

乗車体験会 

 

限定運転チラシ 

 

出前型交通安全教室 
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  ４ 交通安全意識を高める取組の推進 

 
[ 警 察 ] 

(1) 全席シートベルト着用とチャイルドシートの正しい使用の徹底に向け

た広報啓発活動等を推進します。 

   シートベルト着用効果体験車を用いた交通安全教室や幼児の保

護者を対象としたチャイルドシート取付講習会の開催などにより、後

部座席を含めた全席シートベルト着用とチャイルドシートの正しい使

用の徹底に取り組みました。 

(2) 交通関係団体等との連携による「交通事故ゼロを目指す統一行動

日」における街頭啓発活動を推進します。 

   毎月、関係機関・団体と共働で交通事故防止活動に取り組む「交

通事故０（ゼロ）を目指す統一行動日」を設定し、通学路や薄暮時間

帯において、速度違反等の指導取締りや街頭啓発活動を実施するな

ど、交通ルール遵守に向けて取り組みました。 

(3) 横断歩道における歩行者優先意識の徹底に向けた広報啓発活動

を推進します。 

   全国的に問題となっている信号機のない横断歩道における歩行者

優先意識の徹底に向けて、横断歩行者妨害の取締りを強化するとと

もに、サインカーを活用した啓発活動を行い、運転者に対して交通

ルールの遵守を呼び掛けました。 

  【横断歩行者妨害の取締状況】                     （単位：件） 

 Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ 

検挙件数 ９０４ １，９４１ ３，２０８ 

 

サインカーを活用した啓発 

 

 

シートベルト着用効果体験車 

 

統一行動日の街頭啓発活動 

サインカーを活用した啓発活動 
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 [ 県 ] 

(1) 「子どもと高齢者を見かけたらスローダウン」県民運動を展開します。 

   四季の交通安全県民運動の取組項目に「子どもと高齢者を見かけ

たらスローダウン」県民運動を明記して広く呼びかけるとともに、道の駅

やサービスエリアにおいて啓発活動を実施しました。 

(2) 毎月の「交通事故０（ゼロ）を目指す統一行動日」において、街頭啓

発等の交通安全啓発活動を強化します。 

   関係機関と連携し、毎月の「交通事故０（ゼロ）を目指す統一行動

日」において、街頭啓発等を行い、県民の交通安全意識の向上を図り

ました。また、死亡事故が多発する10月から12月に「交通死亡事故防

止対策集中運動」を実施しました。 

(3) ＪＡＦと連携したＶＲ動画を活用した啓発イベントの開催や、ガソリン

スタンドでの啓発など、全席シートベルト・チャイルドシート着用徹底を

図ります。 

   イベント会場において、ＪＡＦと連携し、ＶＲ動画を活用した衝突疑似

体験イベントを開催したほか、ガソリンスタンドにおいてシートベルト着

用啓発のステッカーを配布し、シートベルト・チャイルドシートの全席着

用を呼びかけました。 

 

 

交通死亡事故防止対策集中運動 

（反射シールの配布） 

 

VR 動画を活用した 

衝突疑似体験イベント 
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５ 通学路・生活道路対策の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ 警 察 ] 

(1) ゾーン３０の整備拡充と横断歩道の設置や補修などの交通安全

施設の整備を推進します。 

   生活道路における歩行者や自転車利用者の安全な通行を確保する

ため、道路管理者と連携して、「ゾーン３０（※）」の整備を推進しました。 

また、摩耗した横断歩道の計画的な補修など交通安全施設の整

備に努めました。 

・ 令和３年３月末時点、県下31区域で運用 

※ 地域を定めて、その範囲内で最高速度３０ｋｍ/hの速度規制や路側帯の拡幅などの安全

対策を組み合わせ、速度抑制や抜け道として通行する行為の抑制・排除を図る対策です。 

(2) 通学路や生活道路における交通指導取締りを強化します。 

   関係機関・団体等と連携した保護誘導活動や月２回、通学路にお

ける県下一斉交通取締日を設定するなど、子どもの登下校の安全確

保に努めました。 

  【通学路における交通違反取締り件数】             （単位：件） 

 Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ 

検挙件数 １１，８１０ １２，８８８ １０，４０２ 

(3) 学校、道路管理者等との合同による通学路における交通安全対

策を推進します。 

   横断歩道の新設、交通規制の見直し等、通学路の安全対策に取

り組みました。 

   また、各市町で策定された「通学路交通安全プログラム」に基づく

取組に参画し、学校関係者、道路管理者等と連携して、通学路にお

ける危険箇所の合同点検や街頭啓発活動を推進しました。 

(4) 自転車利用者に対する違反行為の周知と安全運転指導を強化し

ます。 

   小学校、ＰＴＡ等と連携して、学校周辺道路での児童に対する自

転車教室や中学生、高校生による携帯電話等を使用しながらの自

転車運転に対する指導警告などにより、自転車の安全利用を図りま

した。 

  【自転車利用者の携帯電話使用の交通違反警告件数】  （単位：件） 

 Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ 

警告件数 ２４６ ２４４ １４５ 

 

 

ゾーン３０における街頭啓発 

 

通学路における 

保護誘導活動 

 

通学路における速度取締り 
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  ６ 脱クルマ依存社会の推進

 

 

 

歩道整備 

[ 県 ] 

(1) ＥＴＣを活用した急ブレーキ多発地点情報等に基づく生活道路の

交通安全対策を推進します。 

   ＥＴＣを活用した生活道路対策の手法について各市町に周知し、

急ブレーキ多発地点情報等の分析に基づいて安全対策を進めました。 

(2) 自転車の利用が多い通学路や生活道路における「自転車安心通

行帯」の整備を促進します。 

   「福井県自転車活用推進計画」を令和元年度末に策定し、自転車

通行空間の計画的な整備と保全を計画に位置づけました。 

(3) 歩道整備や歩道拡幅など、通学路の安全な歩行空間を整備します。 

   通学路における 19 路線 4.5ｋｍの歩道新設や歩道拡幅を行いまし

た。 

[ 県 ] 

(1) パークアンドライド駐車場の活用等により通勤時の自家用車（クル

マ）の利用を控えるカー・セーブ運動を推進します。 

   各種イベントへのカー・セーブ運動のＰＲブース出展、オランダ自

転車・おもしろ自転車の試乗会開催や貸出し、バスの乗り方教室の

開催、パークアンドライド駐車場の利用促進、雑誌や市町広報誌に

よる広報等を行い、カー・セーブ運動への参加を推進しました。 

   また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による外出自粛の影響

で減少した公共交通機関の利用促進を図るため、県公式ＹｏｕＴｕｂｅ

チャンネル動画「はぴチャンネル ～公共交通機関を安心して利用

するために～」の作成や鉄道車両へのラッピング、路線バスの前方

幕により、広報を行いました。 

(2) 「福井バイコロジスト」宣言等による自転車イベント情報の発信や

自転車の利用を推進します。 

   短距離のクルマ利用を抑制するため、「福井バイコロジスト」宣言に

よる「自転車で３キロ運動」の推進に加え、メール配信やＦａｃｅｂｏｏｋ

による情報発信を行いました。 

   また、自転車の利用促進を図るため、サイクリングイベントの開催

や、福井県自転車活用推進計画のモデルルートである「福井・坂井・

永平寺観光地アクセスルート」「三方五湖周遊ルート」や上級者向け

コースとして「越前海岸サイクリングコース」を加えた 14 コースを紹介

している「ふくいサイクリングルートマップ」の作成のほか、自転車無

料修理・点検会を実施しました。 

 

おもしろフェスタ 

 

鉄道車両へのラッピング 

 

自転車の日ライド 
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第５ テロ、大規模災害等から県民を守ります 

  １ テロ未然防止対策の推進

公共施設における 
テロ対処合同訓練 

 

船舶内におけるテロ対処 

合同訓練（不審物の排除） 

[ 警 察 ] 

(1) 原子力関連施設をはじめとする重要施設等に対する警戒警備を

強化します。 

   原発特別警備部隊が 24 時間体制で警戒警備に当たっているほ

か、原子力事業者に対する防護措置および自主警備の強化に向け

た働き掛け、自衛隊との共同訓練の実施など、テロへの対処能力の

向上や関係機関との連携強化に取り組みました。 

(2) 不特定多数の者が集まる大規模集客施設や公共交通機関等の

いわゆる「ソフトターゲット」に対する警戒警備を徹底します。 

   欧米諸国をはじめ、世界各地において様々な形態のテロ事件が相

次いで発生している情勢に鑑み、不特定多数の人が集まる大規模集

客施設や公共交通機関等に対する警戒警備を推進するとともに、施

設管理者等に対する自主警備の徹底についての助言指導やテロ事

案を想定した合同訓練を行うなど、施設管理者等との連携強化に取り

組みました。 

(3) 大規模警備を見据えた官民一体のテロ未然防止対策を推進します。 

   2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会等に伴う大規模警

備に万全を期すため、官民連携の枠組みである「福井テロ対策パート

ナーシップ推進会議」を通じ、民間事業者との情報共有、各種訓練等

に取り組みました。 

   特に、爆発物の原料となり得る化学物質の取扱業者、不動産業者、

ホテル・旅館業者、住宅宿泊事業者、インターネット・カフェ、レンタカ

ー事業者等に対し、購入者・利用者の身元確認等の徹底や不審情報

を把握した際の通報を要請しました。 

(4) サイバー攻撃による被害の未然防止と実態解明を推進します。 

   部門横断的な「サイバー攻撃対策プロジェクト」により、サイバー攻

撃の予兆事案の早期把握および被害の未然防止を推進するととも

に、県警察と情報通信事業者などの重要インフラ事業者等で構成す

る「福井県サイバーテロ対策協議会」の枠組みを活用し、情報セキュリ

ティ等に関する情報共有を行ったほか、事業者に対する立入検査や

具体的な事案発生を想定した共同対処訓練を実施して、対処能力の

向上を図りました。 

また、サイバー攻撃に係る捜査を推進し、不正プログラムを解析する

などして実態解明に努めました。 

 

 

事業者に対する 

立入検査 

 

原子力施設の警戒警備 

 

公共施設における 
テロ対処合同訓練 
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北朝鮮人権侵害問題啓発 

週間における広報活動 

(5) 拉致容疑事案等に対する捜査・調査の推進と沿岸警備協力会と

連携した沿岸線の警戒を実施します。 

   本県において発生した北朝鮮によるアベック拉致容疑事案や拉致

の可能性を排除できない事案の捜査・調査を推進しました。        

   また、「北朝鮮人権侵害問題啓発週間（12 月）」に合わせて「美浜事

件（※）」の関係資料を一般公開するなど、拉致問題解決に向けた啓発

活動に取り組みました。 

   さらに、日本海沿岸で、北朝鮮籍と思われる木造船の漂流・漂着事

案が発生していることなどを念頭に、沿岸警備協力会と連携した沿岸

線の警戒や広報活動を行いました。 

※ 平成２年１０月、美浜町の海岸に北朝鮮の工作船が漂着した事件 
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  ２ 大規模災害対策の推進

[ 警 察 ] 

(1) 大規模災害に的確に対処するため、危機管理体制の点検および

構築を持続的に推進します。 

   頻発する自然災害に対処するため、災害対策室（警察本部警備

課）の増強、大規模災害警備計画の改定、雪害対応マニュアルの策

定、災害情報を集約するシステムの改修、災害警備訓練等の実施に

より、危機管理体制の強化を図りました。 

   また、新型コロナウイルス感染症感染拡大下においても、治安の確

保に必要な警察活動を維持するため、警察本部および警察署内に警

備本部を設置し、情報共有、対処方針の策定等を推進しました。 

(2) 消防、自衛隊等の関係機関との合同訓練による部隊の対処能力

の向上を図ります。 

   平素から県、自衛隊、消防等関係機関との合同訓練等を通じ、相

互の連携強化を図るとともに、県原子力総合防災訓練、県総合防災

訓練、中部管区広域緊急援助隊合同訓練などに参加して、部隊の

緊急事態への対処能力向上に努めました。 

  【関係機関との合同訓練】 

  ・ 県原子力総合防災訓練              （R2.8 おおい町） 

  ・ 県総合防災訓練                    （R2.11 敦賀市） 

  ・ 中部管区広域緊急援助隊合同訓練        （R2.11 石川県） 

(3) 大規模災害に備えた初動態勢の強化と装備資機材の充実を図り

ます。 

   大規模災害の発生に備え、非常参集訓練や救出救助訓練、災害警

備本部設置訓練等を実施して対処要領を確認するなど、初動態勢の

強化を図るとともに、救命ボート、チェンソー等の警察署用災害対策資

機材およびタイベックスーツ等の感染症予防資機材を整備しました。 

 

[ 県 ] 

   地震やゲリラ災害などに備え、災害が発生する前段階で国や市町、

防災関係機関と連携し、迅速かつ的確な初動対応を実施します。 

   大雨、地震が同時に発生する複合災害を想定し、福井県総合防

災訓練および緊急消防援助隊中部ブロック合同訓練を実施しまし

た。 

 

県総合防災訓練 

 

県総合防災訓練 

 

災害警備訓練 
（列車からの避難誘導） 

 

新型コロナウイルス 
感染症警備本部会議 
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第６ 治安基盤を強化します 

  １ 初動警察活動、現場執行力の強化

[ 警 察 ] 

(1) 通信指令機能の高度化と通信指令を担う人材を育成します。 

   通信指令システムの更新、県警察通信指令・無線通話技能競技会

の実施、大規模県への派遣・研修および通信指令技能指導官等に

よる伝承教養を通じて、通信指令機能の強化と通信指令を担う人材

の育成に取り組みました。 

  【１１０番通報受理件数】                     （単位：件） 

 Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ 

有効 ４２，２３１ ３６，５５８ ３２，９３３ 

非有効（いたずら等） ４，７８０ ３，６７０ ４，５０６ 

総受理件数 ４７，０１１ ４０，２２８ ３７，４３９ 

(2) 現場を想定した実戦的な訓練や伝承教養の推進により、若手警

察官の早期育成と現場執行力の強化を図ります。 

   現場で発生する可能性の高い事案を想定した実戦的訓練や、犯

罪鑑識、取調べなどに専門的な知識・技能を有する警察官（技能指

導官等）による伝承教養を行うなど、若手警察官の早期育成と現場

執行力の強化に取り組みました。 

(3) 県民の多様なニーズに応えるための女性の視点を生かした警察

活動を推進します。 

女性警察官を子供女性安全対策室（少年女性安全課）や女性選

抜捜査班（捜査第一課）など、幅広い分野に配置するとともに、女性

職員による検討会を開催するなどして、様々な意見をくみ上げ、職

場環境の改善につなげるなど、女性の視点を生かした警察づくりに

取り組みました。 

   ・ 女性警察官１78人（R2.4現在） 

 

(4) 高速交通網の進展に伴う訪日外国人等の増加を見据えた対応力

の向上と基盤の整備を行います。 

   通訳人として指定した警察職員の語学力の維持向上を図るため

のブラッシュアップ研修や、事件・事故に遭遇した外国人からの110

番通報に迅速に対応するための通訳官を交えた三者通話訓練、委

嘱した民間通訳人に対する通訳の適正に関する教養、捜査員と通

訳人との合同研修会の開催などに取り組みました。 

 

県通信指令・無線通話

技能競技会 

 

伝承教養 

 

ブラッシュアップ研修 
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  (5) 治安上の課題や情勢の変化に対応した組織体制を強化します。 

本県の治安上の課題に適切に対応し、警察機能を最大限に発揮

できる組織体制を構築するため、児童虐待事案への迅速・適切な対

応、県民への情報発信、大規模災害対策を強化したほか、警察署

等の犯罪捜査、交通事故抑止、生活の安全を脅かす犯罪の捜査に

対する支援体制を強化しました。 

また、新型コロナウイルス感染症対策に万全を期すため、警察本

部警備課の人員を増強するなど、緊急事態対処体制の強化を図り

ました。 

(6) 採用募集活動の充実強化による優秀な人材の確保と適材適所の

人事配置を行います。 

   オンラインによる就職説明会、ＳＮＳを活用した個別面談や広報活

動を積極的に推進したほか、新型コロナウイルス感染症の感染防止

対策を徹底した上で、職務質問、鑑識活動、交通事故捜査を模擬

体験できる業務説明会を開催するなど、受験対象者の特性・ニーズ

に沿った採用募集活動を行いました。 

 

ＷＥＢ説明会 



 

- 35 - 
 

  ２ 捜査環境の変化への的確な対応

 

防犯カメラ画像解析 

[ 警 察 ] 

(1) 取調べの録音・録画をはじめとする新たな刑事手続に対応した適

正な警察捜査を推進します。 

   令和元年６月から、逮捕され、または勾留されている被疑者を裁判

員裁判対象事件で取り調べる場合、全過程を録音・録画することを

義務付ける制度が施行されたことから、捜査員に対する指導・教養を

推進しました。 

(2) ＤＮＡ型鑑定、防犯カメラ画像や電磁的記録の解析など、客観証

拠を重視した捜査を推進します。 

   公判において、客観証拠が重視される中、専門知識を有する職員

が、DNA型鑑定や防犯カメラ、ドライブレコーダー等の収集、分析を

行いました。 

   このほか、スマートフォンやインターネットの犯罪利用により、犯罪

の悪質化、巧妙化が進み、犯人の追跡が困難となる中、これらの電

子機器の押収、解析による証拠化等、犯罪と犯人を結ぶ客観証拠

の収集に取り組みました。 

(3) 犯罪死の見逃し防止に向けた取組を充実させます。 

   適正な死体取扱業務を推進するため、検視官の検視現場への臨

場率の向上、検視支援システムの活用のほか、各種検査や死亡時画

像診断等を実施し、犯罪死の見逃し防止に努めました。 

   また、検視業務に携わる関係機関との連携を深めるため、警察医

会、警察歯科医会および他県警察との合同訓練等を実施しました。 

 Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ 

死体取扱数（件） １，１９０ １，２３３ １，１６４ 

検視官臨場数（件） １，１４２ １，１７９ １，１１０ 

検視官臨場率（％） ９６．０ ９５．６ ９５．４ 

   ※ 全国検視官臨場率 81.2％（R2年中） 

 

捜査員に対する取調べの 

録音・録画教養 

 

歯科医との歯牙鑑定訓練 

 

ＤＮＡ型鑑定 
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  ３ 警察安全相談への対応の充実

 

警察安全相談 

ダイヤルの周知 

[ 警 察 ] 

   警察安全相談窓口の周知徹底と相談受理後の継続支援を充実

します。 

   県警察ホームページへの掲載やチラシ配布等により、警察安全

相談ダイヤル「♯９１１０」の周知と利用促進を図りました。 

   また、警察本部および７警察署に警察安全相談員10人を配置して

相談受理の態勢を整えるとともに、各種相談に対しては相談者の立

場に立った組織的な対応を行いました。 

  【警察安全相談の受理件数】                     （単位：件） 

 Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ 

受理件数 １８，００３ １８，５５５ １８，９７５ 
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  ４ 犯罪被害者支援の充実

[ 警 察 ] 

(1) 経済的負担の軽減に資する、医療費等や住居移転経費などの公

費負担制度の拡充・運用を図ります。 

   犯罪被害者等の経済的負担を軽減するための公費負担制度につ

いて、被害者の手引の交付等により情報提供をしたほか、自宅にお

いて犯罪被害にあった場合の住居移転に必要な経費を公費で負担

するなど、犯罪被害者等のニーズに応じた支援を行いました。 

また、犯罪被害者等の被害直後の経済的負担の軽減、生活の再

建支援を目的とした生活支援金の制度を創設しました（R3.4～）。 

(2) 精神的負担の軽減に配慮した被害者の心情・特性に応じた相談

受理や事情聴取等を推進します。 

   性犯罪の潜在化を防ぐため、全国共通ダイヤル（♯８１０３）による

性犯罪被害相談電話において、24時間365日体制で相談を受け付

けているほか、ひなぎく等の関係機関に相談した被害者等に対し、

警察職員が同所に赴き事情聴取を実施するなど、被害者等の精神

的負担の軽減に配慮した事情聴取を行いました。 

(3) 犯罪被害者の実態や支援活動などの情報発信・提供による、県

民の理解の増進と地域ぐるみの総合的支援を推進します。 

   福井被害者支援センターと協働で、中学生・高校生を対象とした

「命の大切さを学ぶ教室」や、県民を対象とした「県民公開講座」で

犯罪被害者遺族による講演会を開催したほか、大学生を対象とした

「性犯罪被害者支援研修会」により、犯罪被害者の実情や支援活動

の必要性について理解を求める取組を推進しました。 

【開催状況】 

 命の大切さを学ぶ教室 性犯罪被害者支援研修会 

Ｒ１年度 １４回 約３，０００人 ２回 約２８０人 

Ｒ２年度 ２回 約３５０人 ２回 約６０人 

 

[ 県 ] 

(1) 福井被害者支援センターや性犯罪・性暴力被害者のためのワン

ストップ支援センターなどの相談窓口を更に周知し、被害者が安心

して相談できる環境づくりを推進します。 

福井被害者支援センターに関する新聞広告の掲載や、県内のコ

ンビニのトイレに「性暴力救済センターふくい「ひなぎく」」のステッカ

ーを貼付するなど、相談窓口を周知し、被害者が安心して相談でき

る環境づくりを推進しました。 

   また、犯罪被害に遭われた方やそのご家族、ご遺族が受けた被害

が早期に回復、軽減され、生活の再建が図られることを目的として、

福井県犯罪被害者等支援条例を制定しました。 

 

被害者の手引 

 

性犯罪被害相談電話 

 

県民公開講座 

 

「ひなぎく」ステッカー 
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[ 警 察 ] 

(1) 地域の治安の要となる警察署や交番・駐在所等の警察施設を整備

します。 

   小浜警察署庁舎の建替えに当たっては、地域防災活動の拠点と

なるよう、耐震・浸水対策を強化したほか、あわら警察署駅前交番お

よび小浜警察署駅前交番の建替えに伴い、目立つ、分かりやすい

交番とすることで存在をアピールするとともに、来訪者用の駐車スペ

ースの確保やコミュニティルームを整備して機能強化を図りました。 

(2) 信号機等の交通安全施設の着実な維持管理・更新に向けた取組

を推進します。 

   信号機を始めとする交通安全施設の大量更新期を迎え、着実な

維持管理・更新に取り組んでおり、令和２年度は、100基の制御機の

更新を実施しました。 

(3) 警察活動を支える装備の充実整備を図ります。 

   検挙力向上に向け、スマートフォン解析装置などの捜査支援資機

材を導入したほか、録音・録画装置の整備を拡充するなど、警察活

動を支える捜査基盤の充実整備に取り組みました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ５ 警察施設・装備の充実整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小浜警察署庁舎 

 

あわら警察署駅前交番 

(2) 性暴力被害者からの夜間・休日の相談に対応するため、「性暴力

救済センター・ふくい「ひなぎく」」において２４時間相談受付に対応し

ます。 

   「性暴力救済センター・ふくい「ひなぎく」」において24時間365日相

談受付が可能な体制を継続し、性暴力被害者等からの夜間・休日の

相談にも対応しました。 

(3) 専門的な研修会の開催など、被害者を支援する人材育成を推進

します。 

   県・市町の相談機関職員、医療関係職員、教育関係職員、民間の

相談員等を対象として、犯罪被害者等支援に関する総合的知識を

習得し、適切な支援を行う人材の育成を目的に専門的な研修会を

開催しました。 

 

相談員研修会 


